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国思考でなく、市民連帯思考で

‘1 5， 5 ， 1 3 (NO FENCE主催)池明観先生構潰報告

“T. K.生(池明観)氏が語る東アジアの「し、まJ"ど題して約 1時間半誇って

いただいた内容の骨子は、簡潔に記せば以下の通りである。

一、南北の民族lま閉じ民族、政治を銭けば閉じ人々

南北は政治体制が違うから違うように見えるが、政治を抜けば同じ人々。た

だ南は国際的に開かれている。北は国際的lと開かれていない。これが一番の違

二、東アジアに普通的思想を作りょげねばならない

199 9年日本の歴史教科書改訂問題で交流は韓国と日本の交流は中断した

が、交流は続けなければならない。東アジアから普遍思想が無くなったのはい

つからか。 17 9 8 年本居宣長は『古事記伝~ (44巻)を完成させた。近世

に新神話時代を作り、国粋思想を形成した。こういう東アジアの思想の違いを

乗り越えて、普遍的思想、を作り 上げていく必要がある。私は丸山真男に注目し

ている。彼は内仮!Jに身を置きながら(日本人であることを自覚しながら)、少

しでも外への視点を延ばし、コミュニケーションを続けていく 。アメリカに戻

ったら(注、 池先生はここ 3年アメ リカに在住) 、丸山真男の作品をじっくり

読もうと考えている。

三、これからは第三期の70年

東アジアの(近)現代史を見ると 、1945年を境に、それ以前は 1868 

年(明治維新)から 77年(第一期)、それ以後は今年まで 70年(第二期)、

これからは第三期に入る。横の軸(世界は一つである。東アジアは一つである)

と縦の軸(国民の力が増大する。政治力は後退する)が織りなしていく。日本



は既成勢力が保守的、韓国は既成勢力が進歩的。国民は常に野党を支持してき

た。しかし最近4月の総選挙(補選)で与党が圧勝し、始めて韓国は国民の多

数が中産階級になった。 これからはアジア隆起の時代。これから日本は世界を

どう生きていくのか。

図、山の中腹まで畑、北の人々は友

2003年間5の理事長ーとして北を訪問(金大中時代)。一切ホテルに閉じこ

められた。私は 1947年北に絶望にして南下した人問。当時日本統治時代の

同僚教師中の一番の惑が朝鮮労働党党員になって横暴を振っていた。 2U 0 3 

年妙香山に案内される途中、山の中腹まで耕されているのを見た。 (食糧難で

必死の民を見て)今まで北を敵だと思ってきたが、これからは友人と見ょうと

思った。 ドイツの東西統合以上の風が吹き荒れるであろう。しかし大事なのは

人命である。一人の命も損なうことなく統ーを果たさねばならない。

T.K.生として「韓国からの通信」を連載していた時、 「北の問題には触れな

い、今l土南だけの問題と闘う」という方針を『世界』の編集長安江良介さんと ぐ
決めた。朴正照が反対勢力を全て共産勢力として弾圧していたので、彼に利用

される ことを恐れたからである。北に問題があることはわかっていたが、北の

問題も扱うと南の問題も相対化されることになる、それを恐れた。

六、先統一後民主ではなく、先民主後統一

政治勢力は信頼できない。国単位で考えると争いは止まない。市民の連帯、

市民のフラタニティー(fraternity 協同)で行く べきだ。 21世紀はそ ういう

時代だ。民主化された以上は、分裂してはならない。過去をなじって人を殺し

ではならない。J

私(小川)のメモによれば、質疑応答も含めた講演内容の骨子は、以上であ

る。北朝鮮への言及が少なかったので、会場から鋭い質問が二三出て、辛う じ

てTK生 (池明観)氏の北朝鮮認識が補われた形になった。北朝鮮の人権問題解

決でTK生氏がイ可を語るかに関心を持って参加された人には不満の残る講演内容

であったかもしれない。私自身の感想は、翌日に認(したた)めたものを以下

に記すことにする。ただ池先生の友人(クリスチャン、教え子)、マスコミ陣、

岩波書庖からは『世界』の編集部を中心に 3名の方が参加され、水曜の夜にも

拘らず、 60余名の方が参加して下さった。TK生氏効果が示された集会であっ

た。90歳という歳を感じさせないスケーノレの大きい講演であったことは確か

だ。NOFENCEが主催できたことにも感謝したい。(文責、小)11晴久)

〔感想〕北のことを取り挙げなかった方針の根拠と

その後遺症 代表 小 川 晴 久

岩波書庖の『韓国からの通信~ (第一冊目)を読んで、昨日の講演でTK生

(池明観)氏が明らかにされた当時の戦略的方針の根拠がよくわかった。朴正
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照が学生たちの f改革や民主主義と自由の要求Jを共産主義(者)とし、北の

指令に基づくものとして徹底して弾圧している状況では、朴正照に利用される

だけと考え、南の問題だけに集中したのだという。南はキリスト教を介しても

国際社会に関かれていたので、この集中は実を結び、韓国の民主化は達成され

た。 しかし後遺症は残った。北に対する認識は貧しくなり、北の問題は取り挙

げないという後遺症が残ってしまった。これは決定的にマイナスであった。

南が民主化された今、これからは北の民主化に取り組み、集中する番である。

すでに南が民主化されて二十余年経つが、この二十余年間に北の人権改善運動

も国連を大きく動かす所まで来た。国連の北朝鮮人権報告書 (COJ報告)も出

て、北の人権侵害は北の圏内全域に亘っていることが明々白々にされた。しか

し昨日の講演ではそのご、指摘はなかったが、先日 (4月 25日)私個人に仰っ

て下さったことは、もっと大きな運動が必要であるということであった。良心

的な人々の立ち上がりが必要だと。

TK生として十五年も韓国の民主化運動の内実と向き合われ、それを記録し発

信し続けたTK生氏としては、北の民主化運動はまだ迫力にかけるということで

あろうか。 実際遅まきながら『韓国からの通信~ (岩波新書、 4冊)を読んで

みて感じたのは、物凄い闘いであったことである。まともな発言を共産主義

(アカ)呼ばわりしてやたらと逮捕し、 CIAのすごい拷問で半死においやる。

それにもめげずに闘う学生たちの不屈の代(だい)を継ぐ闘い、このような闘

いが、北に対してはこれから求められる。 TK生(池明観)氏の今回の来日は、

それを告げるための啓示であるかもしれない。 w韓国からの通信』はそれ位物

凄い闘いであり、その記録である。在庫切れになっている同書の再生の時であ

る。TK生氏は九十歳になられていた。九十歳までお元気でいて下さり、来日の

機会に私たちの求めに応じてこのような感想と助言を述べて下さった。 w韓国

からの通信』を読む機会を与えて下さった。感謝である。

2015.5.14 午後識(しる)す。

眼からウロコ! H.G.ウェルズ翻訳家 浜野 輝さん

のお話を聴いて
ノ号クホミ

小川先生の提案で九 6f3 7日(日〉午後、平河町の NOFENCE事務所に浜野輝

さんにお越しいただき話を聴いた。 H.Gウェノレズを読んだこともなく、浜野 輝

さんがどんな人物なのかも知らなかったので、お会いする前日にネ ットで検索

し、「日本国憲法の産みの親は H.Gウェルズで、あるJと浜野さんが熱く語ってい

る動画を見つけピックリし直接お話を聴けるのを楽しみにしていた。

現在 87歳で耳はかなり遠くなり、こちらの言うことは耳元で言わないと聞こ

えないようだったが、浜野さんの持論を語る声は力強く、その内容のスケール

の大きさと衝撃度に圧倒された。日本国憲法の前文を中学の社会の授業で暗記
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して以来、それを念仏のように暗唱してきた私としたことが、そのオリジンを

全く知らなかった!

1933年 12月に F.lレーズヴェノレト大統領が初めて H.Gウェノレズに手紙を送り

「あなたの論文が気に入り高く評価している。ぜひお目にかかりたし、」という

内容を書き、それに対する返信として 1934年 4月にワェルズが「私もあなたと

お話ししたい。4月末にワシントンに行くから会いたしリとし、う手紙を書いてお

り、実際にふたりはこの後、 3度も会っている。その後交わした往復書簡を見て

も、ウェノレズが人権宣言の必要性と草案を示し、それをもとにルーズグェルト

が 1941年の r4つの自由宣言J(言論と表現の自由、信仰の自由、欠乏からの

自由、恐怖からの自由)を発表し、そこから世界人権宣言も日本国憲法も生ま

れたというのである。ゃれ押し付け憲法だ、 GHQ憲法だのとやかく言われてい

たが、 H.G.ウェルズというイギリスの大文豪とノレーズヴェルト大統領の思いが

そのオリジンだったとは!その明々白々な証拠の往復書簡はアメリカのルーズ

グェルト大統領記念図書館とイリノイ大学図書館 H.G.ウェルズ記録保管所にあ f 

り、イギリスの H.G.ウェルズ研究家たちも知らずにいたのを浜野さんが明らか 、

にして本国の H.Gウェルズ協会に絶賛されたという。

日本の憲法学者にもその事実を何度も伝えたが、ほとんど無視されたため、

現在も日本国憲法のノレーツが知られないままなのだと浜野さんは嘆いていた。

これからは高齢の浜野さんに代わって遅まきながら真実を知った私たち若い世

代の責任だと思う。ぜひ、多くの方に浜野さんの本や H.G.ウェルズの本を参照

していただきたいと思う。私もこれから読もうとたくさん購入したが、時間がなくて

なかなか読めないのが実態だが ・
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世界の動き

第 556回ザルツブノレグ ーグローパル・セミナーで

北朝鮮の人権問題取り挙げらる

201 5年6月2日-6日 オーストリアザルツフルグで

韓国の北韓人権市民連合のホームページで知ったニュースですが、 1947 

年から始まっているザノレツブルグ・グローパル・セミナーの第 556回のセミ

ナーでCOI報告書を作成した 3人の委員カーピーさん、ダノレスマンさん、ピセ

ルコさんが招かれ、北朝鮮の人道犯罪をテー7 とするセミナーが関かれたこ と

を知りました。 6大陸から各界の人々が多数招かれ、 COI報告に理解を深め‘

以下のようなことが議論され、ステートメントが発表されたということです。

1 5項目あり ます。

(1)北朝鮮の人権状況の国際刑事裁判所への送付を国連安保理に再び呼

びかける

(2 )北朝鮮政府に自国民を“保護する責任“ (2005年採択)の履行

を強く促す

(3) UN高等弁務官室ソウノレ事務所開設をサポートずる.

(4) COI報告の勧告の実践を各国政府は勿論あらゆる国際ふE織に促す

(5) COI報告の各国語への翻訳を促し、 報告内容を世界に広める

(6 )若い世代に北朝鮮の人権状況を知らせる(特lと韓国の青年たちに)

(7)ラジオを使って多くの情報を北朝鮮内部に広める

(8 )地球の南の市民社会に北朝鮮の人権問題に取り組むよう促す

( 9 )北朝鮮の難民の国際的救援の促進と強制送還の阻止

(1 0) 北朝鮮難民の能力の向上と彼らの訴えを援けること

(1 1) 行方不明者や被挫致者の問題に取り組むこと

(1 2) 国際法の適用可能な北朝鮮の人々や機関の為に、世界の裁判所

や法律機関の利用を検討すること

(1 3) 北朝鮮に関する更なる研究:統治機構、権力機構の部署内の諸

個人、そして弱いグループ(子供や女性、老人たち)の取り扱い

(14) 人 (people)対人(people)の交流の促進， 国連親善大使と提携

して。

(1 5) 北朝鮮の海外派遣労働者の処遇に注意を向ける。国際的な労働

基準、奴隷労働禁止の基準で。
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以上 15のうち、 5，6， 8が特に注目されます。私(小J11)は今回初

めてザノレツブソレグ・グローパル・セミナーの存在を知りましたが、歴史の

あるこのセミナーで、以上のことが議論されたということは、とても心強

く思いました。 SALZBURGGROBAL SEMINARをネットで検索してみてく

ださい。(文責小川晴久)

UNソウル事務所開設さる 6月23日

所長はデンマーク人SignePoulsen (シネ ポールスン〉さん

国連人権高等弁務官ザイード・ラード・アル・フセインさんが 6月 22

日から 25日までソウノレを訪問した。目的は北朝鮮人権問題国連ソウノレ事

務所の開設と韓国の人権問題議論の二つ。私たちに関心のあるのは第一の

目的。 COI報告に基づく後継事務所がソウルに開設されることが決まってい

たが、滞在中の6月 23日開設された。新聞報道によれば、初代所長はデ

ンマーク出身のシネ・ポールスンさん、職員は 5人位。ポーノレスンさんの

就任は8月という。国連人権高等弁務官室のホームページを見ると、 25

日の記者会見官頭のフセインさんの挨拶が紹介されていた。英文のかなり

長いものである。それを読むと北朝鮮の劣悪な人権状況の認識がかなりし

っかりとしていて、役職上当然であるが、その風貌と共に好感が持てた。

挨拶の最後は 3人の元従軍慰安婦との会見が語られた。韓国訪問の第二の、

目的に関する報告の一部になっていることがわかり、得心したが、元慰安

婦の生々しい訴えは日本人全体が聴くべき内容で、あった。ウィークデイに

は15園、週末には一日に 50回もレイ プされたという。初代所長のシ

ネ・ポールスンさんは女性らしいが、詳しいことがわかったら、又会報で

お知らせする。事務所のホームページはseoul.ohchr.orgである。 (小川1) 

ザイード・ラード・アル・フセインさん〈ソウルにて)
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f凡荒的実際状況

下面仏国朕的扱告有中介錯商篇美子 90年代飢荒3t;隠状況的i正言。

「有一ノト女人対友生在 1995年以后的成鏡南道的食殺状況，作了以下狂言。

始的父来在 95年 2月去世，姐姐手口妹妹也因方菅葬失調俄死了，地説:“姐姐l陥

死肘的思望是能移吃一碗烏冬面，但是没有銭~，姐姐是在 97 年七武死的。一今月

后妹妹也俄死了，妹妹的l陥終慮望是能移吃上一挟面包。弟弟b人1995年起在

Koowon煤ず工作，困対身体太虚弱，被汗除了，在返回老家的列牟里，因79菅葬

失調m死了，我技至。了他的戸体。j

「在隼盛頓的所涯会上，越 Jiiトhye対由子 90年代的仇荒， 地和家人陥入菅葬

失調的状況作了i正吉。虫色的関小弟弟和祖母俄死了。"弟弟出生的肘候，娼婦闘方

菅葬失調没有妨水喰他，祖母想把迭ノト嬰JL君主了，母来患求地不要糸了該子。我

必須得照、願嬰JL，背着他在街上走来走去， 祖母有肘方了不iJニ弟弟央， 也抱着他

走来走去。但是因方没有吃的，弟弟不停地央，他在我的杯皇餓死了。因均一宣

都是我在抱着イ也，弟弟把我当作了娼婦，我姶他I喫7.K的吋候，イ也有附会町着我，

E金上露出微笑。"
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は
「
ど
う
か
赤
ち
ゃ
ん
を
殺
さ
な
い
で
く
だ
さ
い
」

と
祖
母
に
懇
願
し
ま
し
た
。
私
は
赤
ち
ゃ
ん
の
世
話
を
し
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
で
し
た
。
お
ん
ぶ

し
て
街
を
事
き
回
り
ま
し
た
。
祖
母
も
と
き
ど
き
、
赤
ち
ゃ
ん
を
泣
き
や
ま
せ
る
た
め
、
抱
っ
こ
や
お
ん

ぶ
を
し
て
歩
か
な
い
と
い
け
な
く
な
り
ま
し
た
。
で
も
さ
っ
き
言
っ
た
よ
う
に
食
べ
物
が
な
い
の
で
、
弟

は
泣
き
や
み
ま
せ
ん
で
し
た
。
一

食
べ
る
も
の
が
な
く
て
、
弟
は
私
の
腕
の
な
か
で
死
に
ま
し
た
。
い

つ
も
私
が
抱
っ
こ
し
て
い
た
の
で
、
弟
は
私
を
お
母
さ
ん
だ
と
思
っ
て
い
ま
し
た
。
だ
か
ら
、
私
が
水
を

飲
ま
せ
て
や
る
と
、
と
き
ど
き
私
を
見
つ
め
て
、
ほ
ほ
え
む
こ
と
が
あ
り
ま
し
た
と

7 

待
望
の
中
国
語
訳
成
る
!

水
し
か
な
か
っ
た
赤
ち
ゃ
ん
の
死
と
微
笑

昨
年
二
月
十
七
日
発
表
の
国
連
北
朝
鮮
人
権
問
題
調
査
委
の
報
告
書

(
C
O
I
報
告
)
の
中
に
餓
死
し
て
い
っ
た
子
供
た
ち
の
事
例
が
あ
る
。

悲
惨
な
実
態
は
大
陸
の
中
国
の
人
た
ち
に
も
知
っ
て
も
ら
わ
な
け
れ
ば

と
、
中
文
釈
を
求
め
て
い
た
。
そ
れ
が
実
現
し
た
。
右
の
日
本
語
訳
は

小
川
著
『
北
朝
鮮
の
人
権
問
題
に
ど
う
向
き
あ
う
か
』

3
8
2
3
9
頁
。

上
記
は
そ
の
中
文
駅
。
友
人
の
訳
者
に
感
謝
で
あ
る
(
小
川
附
久
)
。

ζ 
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次
の
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H
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G
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の
出
会
い
で
あ
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た
。
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こ
の
小
説
の
内
容
も
さ
る
こ
と
な
が
ら
、
巻
末
に
付
さ
れ
た
訳
者
・
浜
野
昭
氏
に
よ
る
長
い
解
説
が
、

私
の
目
を
引
い
た
。
「
ウ
エ
ル
ズ
と
日
本
国
憲
法
」
と
題
さ
れ
て
い
た
。
私
が
浜
野
氏
に
導
か
れ
て
わ
か

っ
た
の
は
以
下
の
こ
と
で
あ
る
。

ウ
エ
ル
ズ
は
大
学
で
理
科
系
の
勉
強
を
し
た
生
物
学
者
で
、
文
築
家
と
し
て
生
計
を
立
て
て
い
た
。
1

9
1
4
年
に
発
表
し
た

S
F小
説

『解
放
さ
れ
た
世
界
」
で、

1
9
5
6
年
に
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
で
核
戦
争
が

始
ま
る
と
い
う
想
定
を
し
た
。
小
説
発
表
当
時
は
ま
だ
原
子
爆
弾
は
つ
く
ら
れ
て
い
な
か
っ
た
の
で
、
後

に
ア
メ
リ
カ
で
原
爆
が
つ
く
ら
れ
広
島
・
長
崎
で
そ
れ
が
実
際
に
使
わ
れ
て
、
世
界
は
ウ
エ
ル
ズ
の
先
見

の
明
に
驚
か
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。
そ
れ
は
と
も
か
く
、
ゥ
ェ
ル
ズ
は
、
こ
の
小
説
を
発
表
し
た
年
に
第

1
次
世
界
大
戦
が
勃
発
し
た
こ
と
に
多
大
な
シ
ョ

ッ
ク
を
受
け
、
戦
争
を
な
く
す
に
は
何
が
必
要
か
、
真

剣
な
探
究
に
進
む
。

第
1
次
世
界
大
戦
の
後
に
で
き
た
国
際
連
盟
も
ウ
エ
ル
ズ
の
構
想
の
ひ
と
つ
で
あ

っ
た
が
、

ア
メ
リ
カ

や
ソ
速
が
参
加
し
な
か

っ
た
こ
と
に
失
望
し
、
彼
は
世
界
の
歴
史
の
勉
強
に
取
り
か
か
る
。
『
世
界
文
化

史
」
に
関
す
る
著
作
は
そ
の
成
果
で
あ
る
。
戦
争
を
こ
の
世
か
ら
な
く
す
に
は
何
が
必
要
な
の
か
を
必
死

え
い
ち

に
考
え
つ
づ
け
、
人
類
史
の
叡
智
の
結
目
聞
を
経
て

つ
い
に
そ
れ
が
人
権
の
思
想
で
あ
る
こ
と
に
た
ど
り
着

い
た
。
そ
れ
が

「人
間
の
権
利
』

(
1
9
4
0
年
)
で
あ
る
。
後
の
世
界
人
権
宣
言
の
母
体
に
な
る
人
権
宣

言

(全
叩
か
条
)
を
解
説
し
た
も
の
で
あ
る
。

彼
は
世
界
の

3
大
指
導
者
で
あ
る
ル

1
ズ
ベ
ル
ト

(ア
メ
リ
カ
)、
チ
ャ
ー
チ
ル

(イ
ギ
リ
ス
)
、
ス
タ
ー

リ
ン
(
ソ
連
)
に
手
紙
を
書
き
、
人
権
の
大
切
さ
を
訴
え
た
。
ア
メ
リ
カ
に
飛
ん
で
ル

1
ズ
ベ
ル
ト
に
は

3
度

(1
9
3
4年
、
お
年
、
幻
年
)
会
っ
て
い
る
ロ

そ
し
て
ル

l
ズ
ベ
ル
ト
は

1
9
4
1
年
1
月
6
日、

4
つ
の
自
由

(言
論
の
自
由
、
信
念
の
自
由
、
恐
怖
か

ら
の
自
由
、
欠
乏
か
ら
の
自
由
)
に
関
す
る
有
名
な
一
般
教
書
演
説
を
お
こ
な
う
。

人
権
条
項
の
畿
か
な
日
本
国
愈
法
の
産
み
の
親
は
ア
メ
リ
カ
の
ル

1
ズ
ベ
ル
ト
お
よ
び
ニ
ュ

1
デ
ィ

1

ル
派
と
一
般
に
は
解
さ
れ
て
い
る
が
、
正
確
に
は
産
み
の
親
は
ウ
ェ
ル
ズ
(
イ
ギ
リ
ス
)
と
ル

l
ズ
ベ
ル

ト
Jレ(
l ア
ズ百
ペ元
Jレ )
トだ
はと
l 解
9 す
4 べ
5 き
年で
4 あ
月る
に，
急す
逝1
し
て
し
ま
っ
が

1
9
4
8年
ロ
月
叩
日
に
国
連
総
会
で

採
択
さ
れ
た
世
界
人
権
宣
言
は
、
ル
ー
ズ
ベ
ル
ト
夫
人
(
エ
レ
ノ
ア
)
が
委
員
長
を
務
め
た
人
権
委
員
会

が
起
草
し
た
も
の
で
あ
る
。
世
界
人
権
宣
言
の
産
み
の
親
も
、
ウ
ェ
ル
ズ
と
ル
1
ズ
ベ
ル
ト
と
言
っ
て
よ

し
V

'" 


